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○
金
融
庁
告
示
第

号

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長

官
が
指
定
す
る
も
の
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年

月

日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二
条

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
二

第
二
条

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方

に
支
払
う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う
金
銭
の
少
な
く
と
も
い

に
支
払
う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う
金
銭
の
少
な
く
と
も
い

ず
れ
か
一
方
が
変
動
金
利
に
基
づ
く
も
の
の
う
ち
、
変
動
金
利
が
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ａ
複

ず
れ
か
一
方
が
変
動
金
利
に
基
づ
く
も
の
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

利
（
後
決
め
）
に
該
当
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ

掲
げ
る
取
引
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構
が
、
当
該

ン
グ
機
構
が
、
当
該
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引
受
業

取
引
に
基
づ
く
債
務
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
と
し
て
い
る

の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

変
動
金
利
が
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ａ
複
利
（
後
決
め
）
に
該
当
す
る
取
引

［
号
を
削
る
。
］

二

変
動
金
利
が
三
か
月
物
の
ユ
ー
ロ
円
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引
（
約

定
の
日
か
ら
取
引
の
効
力
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
千
八
百
三
十
九
日

以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

［
号
を
削
る
。
］

三

変
動
金
利
が
六
か
月
物
の
ユ
ー
ロ
円
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引
（
約

定
の
日
か
ら
取
引
の
効
力
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
三
千
六
百
六
十
六

日
以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
適
用
時
期
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
取
引
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行

わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


